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交 通 局 事 務 分 掌 

 

 

 総 務 部 

 

総 務 課 

(１) 公印の管守に関すること。 

(２) 行政文書管理に関すること。 

(３) 条例、規則及び規程等に関すること。 

(４) 議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。 

(５) 審査請求及び訴訟等の総括に関すること。 

(６) 情報公開に係る連絡調整に関すること。 

(７) 庁中取締りに関すること。 

(８) 無料乗車券に関すること。 

(９) 無体財産権の総合調整に関すること。 

(10) 広報の企画、総合調整及び実施に関すること。 

(11) 報道機関等との連絡調整に関すること。 

(12) お客様満足向上の総括に関すること。 

(13) 事務改善に関すること。 

(14) 電子計算機事務の調整及び推進に関すること。 

(15) 電子計算機事務に係るシステムの開発及び管理に関すること。 

(16) 高速鉄道の駅務機器に係る計画、保守、管理及び改修に関すること。 

(17) 高速鉄道の駅務機器の工事の施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。 

(18) 電子計算機の利用に関する教育及び指導に関すること。 

(19) 電子計算機の維持管理及び運営に関すること。 

(20) 職務発明に関すること。 

(21) 他の部、課の主管に属しないこと。 

 

 経営企画課 

(１) 交通事業の経営の基本計画に関すること。 

(２) 経営改善の基本的施策に関すること。 

(３) 交通事業の経営に係る資料の収集、調査及び分析に関すること。 

(４) 運賃及び料金の上限の設定、変更に関すること(国土交通省地方運輸局長の権限

に属することを除く。)。 

(５) 横浜交通開発株式会社に関すること。 

(６) 交通事業の財政計画に関すること。 

(７) 予算及び決算に関すること。 

(８) 企業債に関すること。 

(９) 補助金の総合調整に関すること。 

(10) その他経理に関すること。 
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(11) 資金の調達及び運用に関すること。 

(12) 局内における会計監査に関すること。 

(13) 現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。 

(14) 収入及び支出の審査に関すること。 

(15) 出納取扱機関及び収納取扱機関に関すること。 

(16) 工事及び製造の請負契約に関すること(契約第一課及び契約第二課の分掌する

ものを除く。以下第20号まで同じ。)。 

(17) 物品の購入、修繕、製造、借入れ及び売払い並びに印刷物の製作に係る契約に

関すること。 

(18) 委託契約及び労力の調達の契約に関すること。 

(19) 一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。 

(20) 不用物品の売却処分に関すること。 

(21) 物品の出納及び保管に関すること。 

(22) 資産の棚卸に関すること。 

(23) その他契約及び物品管理に関すること。 

 

 人 事 課 

(１) 職員の任免、宣誓、分限、賞罰その他身分に関すること。 

(２) 職員の職階、服務、募集及び配置に関すること。 

(３) 職制に関すること。 

(４) 職員定数の認定及び管理並びに人事統計資料の作成に関すること。 

(５) 退職手当、退職年金等に関すること。 

(６) 横浜市職員共済組合及び全国健康保険協会との事務連絡に関すること。 

(７) 職員の給与その他労働条件に関すること。 

(８) 団体交渉、労働協約及び職員の苦情処理に関すること。 

(９) 労働組合に関すること。 

(10) 労務に関する調査研究に関すること。 

(11) 職員の給与の支払及び諸控除に関すること。 

(12) 職員の安全、衛生及び健康管理に関すること。 

(13) 職員の福利厚生に関すること。 

(14) 職員の制服に関すること。 

(15) 職員の公傷病及び公務災害補償に関すること。 

(16) 職員住宅及び職員寮の運営管理に関すること。 

(17) 横浜市交通局厚生会に関すること。 

(18) 社会保険に関すること。 

(19) 適性検査に関すること(他の課等の主管に属することを除く。)。 

(20) 業務員に関すること。 

 

 能力開発センター 

(１) 職員の研修及び能力開発に必要な事項の調査及び研究に関すること。 

(２) 職員の研修及び能力開発の計画の総合調整に関すること。 
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(３) 職員の研修及び能力開発の企画及び実施に関すること。 

(４) 動力車操縦者の養成に関すること。 

(５) 運輸現業員の実地指導に関すること。 

(６) 動力車操縦者の養成に係る適性検査に関すること。 

(７) その他職員の研修及び能力開発に関すること。 

 

安全管理部 

 

安全管理課 

(１) 危機管理に関すること。 

(２) 事故防止対策の総合調整に関すること。 

(３) 事務事業の監察に関すること。 

(４) 職員の服務、規律に関すること。 

(５) 安全管理マネジメントの総括に関すること。 

(６) 法令遵守に係る総合調整に関すること。 

(７) 運輸安全に係る施策の推進に関すること。 

 

営業推進本部 

 

事業開発課 

(１) 資産の有効活用に関すること。 

(２) 高速鉄道の駅構内における営業に関すること。 

(３) 土地、建物等の取得、借入れ及びこれらに伴う補償に関すること。 

(４) 土地の調査、測量及び図面の作成等に関すること。 

(５) 土地及び建物の登記に関すること。 

(６) 土地及び建物の管理並びに処分に関すること。 

(７) 財産台帳に関すること。 

(８) 財産の損害保険に関すること。 

(９) 高速鉄道及び自動車の広告に関すること。 

(10) その他公有財産に関すること。 

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

 営業・観光企画課 

(１) 観光に係る自動車事業の企画及び販売促進に関すること。 

(２) 貸切自動車(自動車本部営業課の分掌するものを除く。)の総括に関すること。 

(３) 市営交通沿線の賑わい創出に関すること。 

(４) 乗車券の企画、宣伝及び販売促進に関すること。 

(５) クレジットカード事業の会員獲得及び利用促進に関すること。 
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 高速鉄道本部 

 

 営 業 課 

(１) 高速鉄道の事業計画に関すること。 

(２) 高速鉄道の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

(３) 高速鉄道の事業計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

(４) 高速鉄道の乗車券の発売、制作及び乗車料金の精算の総括に関すること。 

(５) 定期乗車券発売所に関すること(自動車本部営業課の分掌するものを除く。)。 

(６) 高速鉄道の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関す

ること。 

(７) 高速鉄道の乗客サービスの向上に係る調査及び企画等に関すること。 

(８) 高速鉄道の乗車料金の精算の総括に関すること。 

(９) 高速鉄道の駅施設に係る計画及び管理に関すること。 

(10) 駅務管理所の現業員の服務規律及び指導並びに教育訓練に関すること。 

(11) 駅務管理所に関すること。 

(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

 運 転 課             

(１) 高速鉄道の運転計画及び運行管理の総括に関すること。 

(２) 高速鉄道の運転計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

(３) 高速鉄道の事故防止の総合対策及び無事故表彰に関すること。 

(４) 高速鉄道の事故の調査、処理、統計及び主務官庁に対する報告に関すること。 

(５) 乗務管理所、総合司令所の現業員の服務規律及び指導並びに教育訓練の総括に

関すること。 

(６) 高速鉄道の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に

関すること。 

(７) 高速鉄道の事故に係る損害賠償及び訴訟の総括に関すること。 

(８) 乗務管理所及び総合司令所に関すること。 

 

 総合司令所 

(１) 高速鉄道の運転計画の実施に係る指令に関すること。 

(２) 高速鉄道の運行管理業務に関すること。 

(３) 高速鉄道の電力運用に係る指令に関すること。 

(４) 高速鉄道の電力運用業務に関すること。 

(５) 高速鉄道の使用電力量の記録に関すること。 

(６) 高速鉄道諸設備の監視及び故障時の連絡通報に関すること。 

(７) ずい道内の入出場管理に関すること。 

(８) 異常事態発生時における緊急対応の指令に関すること。 

(９) 司令施設の防火、警備その他安全管理に関すること。 

(10) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

(11) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 
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(12) その他指令業務に関すること。 

 

 駅務管理所 

(１) 管区駅の業務の総括及び指導に関すること。 

(２) 高速鉄道の乗車券の制作及び発売の計画に関すること。 

(３) 駅務機器の修理等日常的管理に関すること。 

(４) 高速鉄道の遺失物に関すること(管区駅の分掌するものを除く。)。 

(５) 高速鉄道の駅務関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。 

(６) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

(７) 高速鉄道に係る乗客サービス向上の実施に関すること。 

(８) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

(９) 所属員の福利厚生に関すること。 

(10) その他駅務に関すること。 

 

 乗務管理所 

(１) 高速鉄道の運転及び乗客の輸送に関すること。 

(２) 高速鉄道内の乗客の案内及び整理に関すること。 

(３) 運転中における高速鉄道の施設、設備の管理及び乗客の安全並びに非常時の応

急措置に関すること。 

(４) 高速鉄道の事故の現場処理及び事故報告に関すること。 

(５) 高速鉄道の運転関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。 

(６) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

(７) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

(８) 所属員の福利厚生に関すること。 

(９) その他乗務に関すること。 

 

 自動車本部 

 

 営 業 課 

(１) 自動車本部営業所の現業員の服務規律の総括に関すること。 

(２) 自動車本部営業所に関すること。 

(３) 自動車の定期乗車券発売所に関すること。 

(４) 自動車の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関する

こと。 

(５) 自動車の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

(６) 自動車の乗車券の発売、制作及び乗車料金の精算の総括に関すること。 

(７) 貸切自動車の運行に伴う複数の営業所間の輸送調整に関すること。 

(８) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

路線計画課 

(１) 自動車の事業計画に関すること。 
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(２) 自動車の経営分析及び増収対策の総括に関すること(営業所の分掌するものに

限る。)。 

(３) 自動車の運転計画の総合調整に関すること。 

(４) 自動車の運転計画の実施に伴う営業所との調整に関すること。 

(５) 自動車の事業計画及び運転計画の実施に伴う主務官庁の許認可等に関するこ

と。 

(６) 自動車の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

 

 運 輸 課 

(１) 自動車の運行管理の総括に関すること。 

(２) 自動車本部営業所の現業員の指導及び教育訓練の総括に関すること。 

(３) 自動車の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に関

すること。 

(４) 自動車の走行環境の改善の推進に関すること。 

(５) 自動車の事故防止の総合対策に関すること。 

(６) 自動車の運転事故の統計及び主務官庁に対する報告に関すること。 

(７) 自動車の損害保険(自動車損害賠償責任保険を除く。)に関すること。 

(８) 自動車の運転事故に係る損害賠償の調整に関すること。 

(９) 自動車車両の調査、計画及び設計に関すること。 

(10) 自動車の車両製造等の工程管理、監督及び検査に関すること。 

(11) 自動車車両に係る主務官庁の許認可等の総括に関すること。 

(12) 自動車車両保守の調査及び計画の総括に関すること。 

(13) 自動車車両の維持改修及び整備の総括に関すること。 

(14) 自動車車両の購入に係る補助金の申請、請求及び報告に関すること。 

 

 営 業 所 

(１) 自動車の運転及び乗客の輸送に関すること。 

(２) 自動車の乗車券の発売及び乗車料金の精算に関すること。 

(３) 運輸統計、経営分析、運転計画及び増収対策に関すること。 

(４) 施設の安全管理に関すること。 

(５) 運行管理に関すること。 

(６) 操車に関すること。 

(７) 運転関係事務に関すること。 

(８) 自動車の遺失物に関すること。 

(９) 乗客の案内及び整理に関すること。 

(10) 所管路線上における運転調整に関すること。 

(11) 燃料の取扱いに関すること。 

(12) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

(13) 所属員の服務規律に関すること。 

(14) 自動車の安全運行及び乗客サービス向上に係る調査、企画及び実施に関するこ

と。 
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(15) 所属員の福利厚生に関すること。 

(16) 営業所に係る予算の執行に関すること。 

(17) 自動車の乗車券の委託発売契約に関すること。 

(18) 施設の修繕に関すること。 

(19) 貸切自動車に関すること。 

(20) 運転事故の調査、処理及び事故報告書の作成に関すること。 

(21) 運転事故に係る損害賠償に関すること。 

(22) 運転事故に係る訴訟に関すること。 

(23) 自動車車両に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

(24) 自動車車両保守の調査及び計画に関すること。 

(25) 自動車車両の維持改修及び整備に関すること。 

(26) その他営業所に関すること。 

 

 技術管理部 

 

 車 両 課 

(１) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

(２) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る監査に関すること。 

(３) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術監理等に関すること。 

(４) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに

指導に関すること。 

(５) 高速鉄道の車両の製作及び改良に関すること。 

(６) 高速鉄道の車両検修施設の建設及び改良に関すること。 

(７) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の改修並びに保守に係る計画、設計及び積算

に関すること。 

(８) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る資料の収集及び統計に関すること。 

(９) 検車区及び検修区に関すること。 

(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

 電 気 課 

(１) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設並びに自動車事業

の電力施設、電路施設及び通信施設(以下「電気施設等」という。)に係る主務官

庁の許認可等に関すること。 

(２) 電気施設等に係る監査に関すること。 

(３) 電気施設等に係る技術監理等に関すること。 

(４) 電気施設等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。 

(５) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設の建設、改良並び

に改修に関すること。 

(６) 高速鉄道の電気施設等の保守、管理及び工事の積算に関すること。 

(７) 電気施設等に係る工事の受託及び委託に関すること。 

(８) 受電に関すること。 
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(９) 自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設の建設、改良、改修及び管理に

関すること。 

(10) 電気区に関すること。 

 

 保守管理所 

(１) 車両基地の管理の総括に関すること。 

(２) 車両基地の防火、警備その他安全管理の総括に関すること。 

(３) 高速鉄道の土木施設、軌道施設(以下「高速鉄道の土木施設等」という。)及び

自動車事業の土木施設の管理に関すること。 

(４) 高速鉄道の土木施設等の改良、改修及び保守に係る施工管理、工程管理並びに

監督に関すること。 

(５) 高速鉄道の土木施設等の保守に係る検査に関すること。 

(６) 自動車事業の土木施設の事故及び障害の緊急対応に関すること。 

(７) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設(以下「高速鉄道の

電気施設等」という。)の管理に関すること。 

(８) 高速鉄道の電気施設等の防火、警備その他安全管理に関すること。 

(９) 高速鉄道の電気施設等の改良に係る施工管理、監督及び検査に関すること。 

(10) 高速鉄道の電気施設等の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督並びに

検査に関すること。 

(11) 自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設(以下「自動車事業の電気施設等」

という。)の事故及び障害の緊急対応に関すること。 

(12) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等

及び自動車事業の電気施設等の事故防止に関すること。 

(13) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等

及び自動車事業の電気施設等の事故の現場処理及び事故報告に関すること。 

(14) 高速鉄道の土木施設等及び高速鉄道の電気施設等に係る保安監査等に関するこ

と。 

(15) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の管理に関すること。 

(16) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の防火、警備その他安全管理に関すること。 

(17) 高速鉄道の車両の製作及び改良並びに車両検修施設の改良に係る施工管理、工 

  程管理、監督及び検査に関すること。 

(18) 高速鉄道の車両並びに車両検修施設の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、

監督及び検査に関すること。 

(19) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故防止に関すること。 

(20) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関する

こと。 

(21) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る保安監査等に関すること。 

(22) 高速鉄道の建築物及び機械設備(以下「高速鉄道の建築物等」という。)並びに

自動車事業の建築物及び機械設備(以下「自動車事業の建築物等」という。)の管

理に関すること(新羽保守管理所に限る。以下第27号まで同じ。)。 
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(23) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の改修及び保守に係る計画、設

計、積算、施工管理、工程管理及び監督に関すること。 

(24) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の建設及び改良に係る検査に関

すること。 

(25) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の障害、故障等の緊急対応復旧

に関すること。 

(26) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故防止に関すること。 

(27) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故処理及び事故報告に関す

ること。 

(28) 高速鉄道の建築物等に係る保安監査等に関すること。 

(29) 所属員の指導、教育訓練、安全衛生及び服務規律等の総括に関すること。 

(30) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

(31) 高速鉄道並びに自動車事業の施設等に係る保安監査等の総括に関すること。 

(32) その他保守管理所に関すること。 

 

工 務 部 

 

 施 設 課 

(１) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る安全管理及びコスト管理の総括に関す

ること。 

(２) 鉄道事業法に基づく認定鉄道事業者制度に係る事務に関すること。 

(３) 高速鉄道の土木施設及び軌道施設(以下「高速鉄道の土木施設等」という。)並

びに自動車事業の土木施設に係る主務官庁の許認可等に関すること(建設改良課

の分掌するものを除く。)。 

(４) 高速鉄道に係る調査、研究に関すること（建設改良課の分掌するものは除く。）。 

(５) 高速鉄道の土木施設等に係る資料の収集及び統計並びに記録の整理及び保存に

関すること（建設改良課の分掌するものは除く。）。 

(６) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る技術監理の総括及び高速鉄道の土木施

設等に係る技術監理に関すること。 

(７) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る技術審査、技術研修等に関すること。 

(８) 局の所管工事等に係る監査等の総括に関すること。 

(９) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る監査等に関すること。 

(10) 高速鉄道に係る技術基準、積算基準等の総括並びに高速鉄道の土木施設等に係

る技術基準、積算基準等の整備及び指導に関すること。 

(11)  高速鉄道の土木施設の改修に係る計画の策定に関すること。 

(12) 高速鉄道4号線建設に係る土木工事に伴う沿道家屋等の損害補償に関すること。 

(13) 高速鉄道の軌道施設の改良及び改修に係る計画の策定に関すること。 

(14) 高速鉄道の土木施設の改修及び保守に係る設計、積算、工事並びに検査に関す

ること。 

(15) 高速鉄道の軌道施設の改良、改修及び保守に係る設計、積算、工事並びに検査
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に関すること。 

(16) 高速鉄道の土木施設に近接して施工される建築物等の協議に関すること。 

(17) 自動車事業の土木施設の改修及び保守等に関すること。 

(18) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る訴訟に関すること。 

(19) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設の事故及び故障の調査並びに

その対策に関すること。 

(20) 高速鉄道の建設及び改良に係る補助金の申請、請求及び報告に関すること。 

(21) 技術管理部保守管理所管理係及び施設区に関すること。 

(22) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

 建 築 課 

(１) 高速鉄道及び自動車事業の建築物並びに機械設備(以下「建築物等」という。)

に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

(２) 建築物等に係る監査に関すること。 

(３) 建築物等に係る技術管理等に関すること。 

(４) 建築物等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。 

(５) 建築物等の建設及び改良に係る計画、設計、積算、施工管理、工程管理並びに

監督に関すること。 

(６) 建築物の改修に係る検査に関すること。 

(７) 建築物等に係る工事の受託及び委託に関すること。 

(８) 技術管理部設備区に関すること。 

 

 建設改良課 

(１) 高速鉄道の建設改良に係る主務官庁の許認可等に関すること(高速鉄道の建設

改良を伴うものに限る。)。 

(２) 高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に関すること。 

(３) 高速鉄道の建設改良に係る資料の収集及び統計に関すること。 

(４) 高速鉄道の土木工事の設計及び施工等に係る技術的研究、調査等に関すること。 

(５) 高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に伴う関係者との協議・調整に関するこ

と。 

(６) 高速鉄道の建設改良に係る工事の受託及び委託に伴う諸手続に関すること。 

(７) 高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に係る関係機関との協議の

総括に関すること。 

(８) 高速鉄道の受委託工事等に係る他の課の主管に属することとの調整等に関する

こと。 

(９) 高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に関すること。 

(10) 高速鉄道の土木施設の改良に係る関係機関との協議に関すること。 

(11) 高速鉄道の土木施設の改良に係る他の課の主管に属することとの調整等に関す

ること。 

(12) 高速鉄道の土木施設の改良に係る設計及び工事費の積算に関すること。 

(13) 高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の実施及び設計変更等に関すること。 
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(14) 高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の監督及び検査に関すること。 

 

 工事事務所 

(１) 高速鉄道の受委託工事等に係る工事の施工に係る関係機関との協議に関するこ

と。 

(２) 高速鉄道の受委託工事等に係る工事の施工管理に関すること。 

(３) 高速鉄道の受委託工事等に係る工事の実施に伴う設計変更等に関すること。 

(４) 高速鉄道の受委託工事等に係る監督及び検査に関すること。 

(５) 高速鉄道の受委託工事等に係る沿道家屋その他の現地調査及び土木施設工事に

伴う沿道対策に関すること。 

(６) 高速鉄道の受委託工事等に係る建設中の土木施設の維持管理に関すること。 

 

 契 約 部 

 

 契約第一課 

(１) 工事、製造等請負契約に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。次号か

ら第8号までにおいて同じ。)。 

(２) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。 

(３) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。 

(４) 工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。 

(５) 工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。 

(６) 横浜市入札等監視委員会に関すること。 

(７) 低入札価格調査委員会に関すること。 

(８) 調達契約に係る公告等に関すること。 

(９) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

 契約第二課 

(１) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契約に関す

ること(経営企画課の分掌するものを除く。次号から第7号までにおいて同じ。)。 

(２) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入札参加資

格の設定等に関すること。 

(３) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業者の業態

調査等に関すること。 

(４) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会及び物品供給等指名業者選定委

員会に関すること。 

(５) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に係る検査

に関すること。 

(６) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・契約事務

に係る調整、連絡等に関すること。 

(７) 低入札価格調査委員会に関すること。 
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私たちの決意 
 

私たちは、市民のみなさまの足として、安全･確実･快適な交通サービス

を提供し、お客様にご満足いただけるよう、経営力を高め、持続的な改善

に取り組みます。 

 
１ 安全意識を高く持ち、安全確保を最優先します。 
２ お客様の声を大切にします。 
３ いつも笑顔で、挨拶を励行します。 
４ 公正かつ誠実に行動します。 
５ 常に課題を明らかにし、チャレンジします。 

 
私たちのメッセージ 

信頼を心で運ぶ市バス・地下鉄 

 

私たちは、安全な運行の提供がお客様への最大のサービスであること

を認識し、どなたにも安心してご利用いただける市営交通をめざします。 
 

１ 安全意識を高く持ち、決められたルールを深く認識し、しっかり守ります。 
２ 安全を維持し向上させていく取組を常に見直し、改善に努めます。 
３ 安全な車両・設備などの提供に努めます。 
４ 日ごろからコミュニケーションを活発にし、安全第一の職場風土を築きます。 

横浜市交通局経営理念 

横浜市交通局安全方針 
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≪はじめに≫ 

 

交通局では、「自主自立の経営」が持続できる基盤を確立したことを踏まえ、「市営交通 中

期経営計画（平成 27～30 年度）」に基づき、「信頼と共益の市営交通」の実現に向けた取組を

進めています。29 年度はこの中期経営計画の３年目にあたることから、30 年度の目標達成に

向けて確かな道筋をつけていく年として、経営目標の達成に向けた取組を加速します。 

 

市営交通を取り巻く経営環境は、急速な少子高齢化の進展により乗車料収入の大幅な増加

が期待できないことに加え、コスト面においても、上昇傾向にある燃料調達コストの動向や

施設の老朽化に伴う多額の設備投資が必要となるなど、厳しさを増しています。さらに、29

年度以降は職員の年齢構成から、退職給付費の急増が見込まれるなど、特に自動車事業会計

では収支均衡に予断を許さない状況となっています。こうした状況にあっても、交通事業者

として安全運行の確保を最優先にすることを基本として、市営交通を担う職員の人材育成に

取り組みながら、自主自立の健全経営を持続することで、「市民のみなさまの足」として、安

定的な交通サービスの提供に努めていきます。 

 

・安全対策については、さらなる耐震補強工事やバス車両への新型ドライブレコーダーの導

入など、ハード面での対策を着実に実施するほか、職員の安全意識のさらなる高揚などソ

フト面の対策に積極的に取り組み、様々な面からリスクマネジメントを強化します。 

 

・お客様サービスの向上については、これまでの経営改革の成果により生まれた利益を通学

定期券の引き下げによる子育て支援など、見える形で還元するほか、お客様の立場に立っ

た接遇の向上などに取り組みます。 

 

・増収策については、新たな需要の掘り起こしを目的に、来街者の回遊性向上に取り組むと

ともに、インバウンド対応についても強化します。さらに、「ぶらり観光 SAN 路線」をはじ

めとする市営交通による観光ネットワークのＰＲ強化や地下鉄ダイヤ改正による利便性の

向上など、より多くのお客様にご利用いただける取組をすすめます。 

 

このほか、都心臨海部における高度化バスシステムの導入や高速鉄道３号線延伸の事業化

判断に必要な検討など、横浜のまちづくり施策とも連携を深めます。 

 

こうした取組を通じて、市営交通の原点である「横浜市交通局経営理念」のもと、平成 33

年４月に迎える市営交通 100 周年を見据え、今後も「信頼と共益の市営交通」をめざし、職

員一人ひとりがしっかりと規律を守り、お客様に信頼されるサービスを提供し続けることで、

市民のみなさまに愛される交通機関としてのプレゼンスを高めるよう局一丸となって弛まぬ

努力を続けます。 
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第１ 平成 29 年度交通局運営方針 

１ 基本目標 

～ 市民のみなさまに真に必要とされる「市営交通」となるため ～ 

「信頼と共益」の市営交通をめざします。 
 

２ 現状と課題 

 一般会計からの任意補助金に頼らない自主自立の健全経営を持続しながら、安定的な交通サ

ービスを提供することで、将来にわたって「市民のみなさまの足」であり続けることが求めら

れています。 

・急速な少子高齢化（横浜市の高齢化率 24%）の進展などによる乗車料の減収対策 

・上昇傾向にある燃料調達コストへの対応（軽油 H28:74 円/ℓ → H29(第１四半期):87 円/ℓ） 

・職員の年齢構成から高止まりする退職給付費への対応 

・大型第二種運転免許保持者の減少に伴うバス乗務員の人材確保 

・開業から 40 年を超えた地下鉄施設の老朽化への対応 
 

３ 重点施策 

 市民のみなさまに愛される交通機関としてのプレゼンスを高めていくため、次の柱を中心に

事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 行動目標 
 
1 安全意識を高

く持ち安全確保を

最優先します 

2 お客様の声を

大切にします 

3 いつも笑顔で

挨拶を励行しま

す。 

4 公正かつ誠実

に行動します 

5 常に課題を明

らかにし、チャレ

ンジします 

6 人材育成 

 

安全第一 

 
・職員の安全意識

の向上 

・事故の未然防止 

 

お客様目線での 

おもてなし 
 

・丁寧・迅速な 

対応 

 

 

まずは笑顔で 

挨拶 
 

・明るい市営交通

の実現 

 

 

ルールの再確認 

 
・お客様や社会か

らの要請に対す

る誠実な対応 

 

発想を豊かに 

様々な可能性 

を追求 
 

・増収策 

・コスト削減 

 

チーム力の強化 

 
・職員の営業マイ

ンドの向上 

・知識･技術の伝承 

１ お客様に向けて 

  

 

２ 地域社会のために 

 
地方公営企業として環境対策や地域貢献に

「先導的な役割」を果たします。 
 
・CO2排出量の削減などの環境への配慮 
・沿線の賑わい創出に貢献 
・市内中小企業の振興 

 

３ 地方公営企業としての責任と 

経営基盤の強化 

 

「安全」な車両・設備などの提供に努めます。 
・施設の老朽化対策の計画的な実施 
・地震等を想定した災害対策の実施 
・職員の安全意識・運転技術の向上 

お客様に「信頼」されるサービスを提供します。 
・お客様への情報提供の充実 
・使いやすく快適な設備の提供 
・お客様の立場に立った接遇サービスの向上 

安全・安心な交通サービスの提供 

自主自立の「健全経営」を継続します。 
・バス・地下鉄あわせて１日あたり 99 万人の 

乗車人員の達成 

【バス事業の安全重点施策】 

・歩行者との接触事故の撲滅 
・二輪車との接触事故を前年比 50%削減 
・車内事故(発車反動･ドア挟圧)を前年比 20%削減 
・静止物との接触事故(車両･施設)を前年比 20%削減 

【地下鉄事業の安全重点施策】 

・鉄道運転事故・重大インシデント 0 件 
・ヒューマンエラーに起因する事故・輸送障害 14 件以下 
・故障件数 車両：150 件以下 設備 270 件以下 
・運行に係る工事事故の撲滅 0 件 

将来の市営交通を担う職員を「人財」として
育成します。 

「信頼と共益の市営交通」の実現 
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  参 考   市営交通 中期経営計画（平成 27～30 年度） 

「市営交通 中期経営計画（平成 27～30 年度）」は、平成 33 年に 100 周年を迎える

市営交通が今後も「信頼と共益の市営交通」を継続し、健全な自主自立の経営を推進し

ていくための４か年計画です。 
 

 

 

「市営交通 中期経営計画（平成 27～30 年度）」では、これまでの経営努力により生ま

れた「利益」や、みなさまからいただいた「収益」を、次の３つの視点に基づきみなさまに

還元し、「共益の見える化」を推進していきます。 
 
 

 

 

安全運行・安全確保を最優先に、利便性の向上、サービスの向上を図ります。 
 

 

 
 
環境対策や市内中小企業振興などを通じた地域貢献、沿線のにぎわい創出を図ります。 

 

 

 

 

観光・MICE 振興やオリンピック・パラリンピックなど、横浜市の施策との連携を強化し

ます。また、経営基盤をさらに強化し、人材育成などを通じた組織風土改革にも取り組み

ます。 

 

 

 

 
 

 

「お客様に向けて」  ～安全性・利便性・快適性・バリアフリーの向上～ 

「地域社会のために」 ～環境対策・地域貢献～ 

「地方公営企業としての責任と経営基盤の強化」 

～行政施策との連携強化・経営力の向上・組織力の強化～ 

信頼と共益の市営交通のイメージ 

「共益の創造（Creating Shared Value）」 とは、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授の提唱する概念で、事業戦略と社会
を結びつけ、社会と企業が価値を共有する考え方で、CSR の次の段階とされています。交通局では、この概念を基に、近江商人
の「三方よし」の考え方も参考に、お客様や地域社会のみなさまと利益を共有するしくみを「共益」としています。 

３つの視点による事業展開 
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指 標 バス事業 

 

 

 

安全性の向上 

地下鉄事業 

 

お客様からの 

評 価 

乗車人員 
（両事業合計） 

利益の確保 
（期間中累計） 

利益・収益 
の還元投資 

（期間中累計） 

企業債残高 

職員の 
やりがい 

お褒め・お礼の件数 ４年間で 1,000 件 
（期間中累計 25 年度実績 203 件） 

市民意識調査における市政満足度 
「バス・地下鉄の便」50％以上 

（26 年度実績 44.6％） 

１日あたり 100 万人（両事業合計） 
（25 年度実績 １日あたり 95 万人） 

経常利益 40 億円 
（25 年度実績 12 億円） 

経常利益 350 億円 
（25 年度実績 50 億円） 

お客様に向けて 9 億円 

地域社会のために 10億円 

お客様に向けて 291 億円 

地域社会のために 9 億円 

29 億円 
（26 年度末見込 31 億円） 

3,452 億円 
（26 年度末見込 4,030 億円） 

「やりがい」指標 4.0 点（5 点満点） 
（26 年度結果 3.43 点） 

安全重点施策で定める目標値を 
両事業とも４年連続達成 

※運輸安全マネジメント制度に基づき安全重点施策の目標値を毎年度設定しています。 

事故件数を前年度比削減 
両事業 ○ヒューマンエラーに起因する事故 

バス事業 

○発車反動・ドア挟圧による車内事故 

○二輪車や静止物との接触事故 

地下鉄事業 

○ドア挟み事故等 

○機器・設備の故障 

目標の達成に向けた指標 

(※) 平成 29 年３月に目標を上方修正 

(※) (※) 
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第２ 事業概況 

 

 １ 自動車事業                                

市営バスは、市民のみなさまに身近な交通機関として一日平均約 34 万人のお客

様にご利用いただいています。10 営業所で市営バスを運行していますが、そのう

ち 2営業所（緑、磯子）の運行は、横浜交通開発㈱（交通局 100％出資の株式会社）

へ委託しています。 

  

 （１）収支状況 

■ 厳しい経営環境の中、収入に見合った支出で経常黒字を確保します 
 

 

 

 

 

 

 

（２）事業規模 

自動車事業 
在籍車両 815 両 一日当たり運転キロ 82,600 ㎞ 

営業キロ 510.592km 一日当たり乗車人員 335,200 人 

 

（３）職員数 

4 月現在の正規職員数は 1,389 人です。 

このほか、再任用職員は 50 人、再雇用嘱託職

員は 6人、公募嘱託職員は 48 人です。 

 

（４）乗車料収入 

一般乗合（路線バス）で減収が見込まれる中、

需要の見込める路線の新設を検討するほか、「ぶ

らり観光 SAN 路線」をはじめとする市営交通によ

る観光ネットワークのＰＲ強化や貸切バス事業

の拡充による収益力強化などに取り組み、前年度

と同程度の乗車料収入を見込んでいます。 

 29 年度予算 28 年度予算 増 減 対前年度予算 

乗車料収入 204 億 3,286 万円 204 億 2,269 万円 1,017 万円 ＋0.0% 

 

 29 年度予算 28 年度予算 増 減 

 乗車料収入 204 億 3,286 万円 204 億 2,269 万円 1,017 万円 

経 常 収 入 220 億 9,937 万円 221 億 6,605 万円 △ 6,668 万円 

経 常 支 出 218 億 9,755 万円 214 億 4,871 万円 4 億 4,884 万円 

経 常 利 益 2 億  182 万円 7 億 1,734 万円 △ 5 億 1,552 万円 

＜バス事業エリアイメージ図＞ 

(詳細は 13 ページの自動車事業会計予算総括表をご覧ください) 
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２ 高速鉄道事業                               

市営地下鉄は、都市基盤を支える鉄道施設として、一日平均約 65 万人のお客様

にご利用いただいています。あざみ野～湘南台間のブルーラインと中山～日吉間の

グリーンラインの２路線を運行し、全駅(40 駅)にホームドアを設置しています。 

 
  （１）収支状況 

■ 増収・増益を見込んだ積極的な予算とします 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業規模 

ブルーライン 
在籍車両 38 編成 228 両 一日当たり運転キロ 84,400 ㎞ 

営業キロ 40.4 ㎞ 一日当たり乗車人員 536,600 人 

グリーンライン 
在籍車両 17 編成 68 両 一日当たり運転キロ 16,800 ㎞ 

営業キロ 13.0 ㎞ 一日当たり乗車人員 144,600 人 

 

（３）職員数 

4 月現在の正規職員数は 980 人です。 

このほか、再任用職員は 70 人です。 

 

（４）乗車料収入 

ブルーライン快速運転の土休日運転時間帯の

拡大（29 年 3月実施）や、グリーンラインの日中の

運転本数増強など、多くのお客様にご利用いただ

けるよう、より利便性の高いダイヤに改正します。

また、新型車両(3000V 形)の導入（29 年 4 月導入済）

や駅施設のリニューアルなど快適性向上に取り

組み、前年度に比べ約３億4,500万円(0.8％)増の乗車料収入を見込んでいます。 

 29 年度予算 28 年度予算 増 減 対前年度予算 

ブルーライン 353 億 8,396 万円 351 億 6,295 万円 2 億 2,101 万円 ＋0.6% 

グリーンライン 77 億 9,610 万円 76 億 7,127 万円 1 億 2,483 万円 ＋1.6% 

合計 431 億 8,006 万円 428 億 3,422 万円 3 億 4,584 万円 ＋0.8% 

 29 年度予算 28 年度予算 増 減 

 乗車料収入 431 億 8,006 万円 428 億 3,422 万円 3 億 4,584 万円 

経 常 収 入 582 億 7,696 万円 574 億 7,105 万円 8 億 0,591 万円 

経 常 支 出 492 億 1,091 万円 499 億 0,947 万円 △ 6 億 9,856 万円 

経 常 利 益 90 億 6,605 万円 75 億 6,158 万円 15 億  447 万円 

＜市営地下鉄路線図＞ 

(詳細は 14 ページの高速鉄道事業会計予算総括表をご覧ください) 
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３ 附帯事業                                 

   市営交通として自主自立の経営を持続していくため、事業運営の根幹となる乗車

料収入はもとより、資産活用として、駅構内や高架下をはじめとする資産の有効活

用を図るとともに、広告事業を実施し附帯事業収入の確保・増収に努めています。 

 

（１）資産活用 

    新羽車両基地高架下・屋上有効活用について、事業化に向けて調整を進めると

ともに、センター南北高架下の開発や駅構内の未利用区画への店舗等の誘致を行

い、安定的な附帯事業収入の確保に向けて取り組みます。 

    また、お客様の利便性向上のため、新たなサービスの充実にも取り組みます。 

 

 （２）広告事業 

    これまでも、バス車内や横浜駅へのデジタルサイネージの設置を行ってきまし

たが、引き続き、広告媒体のリニューアル・デジタル化を進め、媒体価値の向上

を図るなど、広告料収入の確保に取り組みます。 

 

 （参考）附帯事業収入状況 

会計 事業 29 年度予算 28 年度予算 増 減 

自
動
車 

広告事業 1億 8,018 万円 1 億 7,773 万円 245 万円 

貸店舗、駐車場等 2億 9,652 万円 2 億 9,316 万円 336 万円 

合 計 4億 7,670 万円 4 億 7,089 万円 581 万円 

高
速
鉄
道 

広告事業 6億 2,133 万円 6 億 967 万円 1,165 万円 

駅構内、貸店舗、駐車場等 14 億 1,651 万円 13 億 6,037 万円 5,614 万円 

合 計 20 億 3,784 万円 19 億 7,005 万円 6,779 万円 

広告事業 合計 8億 151 万円 7 億 8,740 万円 1,410 万円 

広告事業以外 合計 17 億 1,303 万円 16 億 5,354 万円 5,950 万円 

総 合 計 25 億 1,454 万円 24 億 4,094 万円 7,360 万円 

附帯事業による収入は、自動車事業会計及び高速鉄道事業会計の経常収入の内数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たなサービスの導入事例 

（オープン型宅配ロッカー） 

昨年度、横浜、高田、東山田、

中山駅に設置（H29.1.27 から

利用開始） 写真は横浜駅 
横浜駅デジタルサイネージ 

（H28.10.1 設置） 



- 7 – 

 

 

＜バス＞                      ＜地下鉄＞ 

○新型ドライブレコーダーの導入           ○3000S 形車両のブレーキ改良 

 

 

 

第３ 目標の達成に向けた施策 

  

１ お客様に向けて                               

 (１) 安全性の向上  

   安全な運行の提供が交通事業者としての最大の使命であることを認識し、お客様に「安

全」・「安心」な交通サービスをご提供できるよう、災害対策や安全対策の取組を強化し、

災害に強く、事故のない市営交通をめざします。 

 

  ≪主な取組≫ 
【バス】  

 ○ 新型ドライブレコーダーの導入 

【4億 5,000 万円】 

○ 車いす固定ベルトの更新    【197 万円】 

⇒全車設置完了 

 

⇒全車取付完了 

【地下鉄】  
 ○ 安全対策･災害対策投資 

・さらなる耐震補強工事 

 

・シールドトンネル補修工事  【9 億 1,426 万円】 

・軌道改良工事       【1億 5,156 万円】 

・3000S 形車両ブレーキ改良   【1,902 万円】 

・新羽車両基地に検車区を設置 

・信号保安装置更新      【2 億 5,056 万円】 

・変電所機器更新         【4,876 万円】 

【総額：59億 4,729 万円】 

⇒大地震が発生した場合の早期運行再開を目的と

した高架橋・トンネルのさらなる耐震補強工事 

⇒平沼町（横浜～高島町間）大江橋（桜木町～関内間） 

⇒吉野町～阪東橋間 

⇒雪によるブレーキ力低下防止 

⇒車両故障対応の迅速化など 

⇒戸塚・踊場信号機器室 

⇒蒔田・最戸変電所 

【共通】  

 ○ 安全意識・運転技術向上のための研修等の充実 ⇒バス実車訓練の強化、災害対応訓練の実施等 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

※ 

※ 新規・拡充事業 

安全・確実な市営交通をめざして 

・カメラ設置場所の増設 

３→６か所（新設：右側面、車内中央上部、バックモニター） 

・すべてのカメラを新型に更新 

 従来よりも鮮明な映像の取得が可能になります 

・雨、雪に強い地下鉄の実現 

 3000S 形車両のブレーキは雪の影響を受けやす

く、大雪時の過走等を防止するため改良します 

 （29 年度中に 3000S 形車両(全８編成)完了予定） 

 

（大雪時の上永谷駅） 

右側面 

車内中央上部 

バックモニター 

まる  ・・・増設部分 

車内前方 

左側面 

前方 
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(２) 利便性の向上  

   市営交通をより便利にご利用いただくために、交通事業の「商品」であるダイヤの改善

に取り組み続けるとともに、情報提供の拡充や設備の機能向上を実施するなど、サービス

の充実を図ります。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ バス運行管理システムの改修 【3,065 万円】 ⇒車内混雑状況の把握等 

【地下鉄】  
 ○ グリーンラインのダイヤ改正    ⇒日中時間帯の運転本数増強等 

 ○ 他鉄道路線との連絡定期券の発売範囲 

  【4,389 万円】 

⇒拡大 

【共通】  
 ○ ICT を活用したお客様への情報提供 

・車内案内表示システム改修  【1億 9,600 万円】 

・多目的デジタル案内板の設置   【2,873 万円】 

・タブレット型バス接近表示機の設置【501 万円】 

 

⇒液晶画面化（ブルーライン車両） 

⇒17 駅（戸塚駅ほか） 

⇒10 台 

 ○ 観光・インバウンド対応の強化 

・観光パンフレットの言語数増強  【312 万円】 

・効果的なＰＲの実施        【540 万円】 

 

⇒中国語（繁体字）、タイ語追加（4→6か国語対応） 

⇒観光モデルコースの紹介等 

 ○ 乗車券制度の見直し ⇒通学定期券引下げ､シニアパス見直し等(H30.3～) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

 
 

○ブルーライン車内案内表示システム改修    ○観光パンフレットの言語数増強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT を活用したお客様への情報提供 観光・インバウンド対応の強化 

 
 

＜基本的考え方＞ 

１．自主自立の経営により生まれた「利益・収益」をお客様に見える形で還元します。 

２．「横浜市中期４か年計画」の「子育て支援・子ども・若者の育成」の一環として、公営交通事業者

の立場から子育て支援を強化します。 

３．「市営交通 中期経営計画」における「乗車券制度の見直しとサービス拡充」として、利用者にわか

りやすい乗車券制度の構築や、IC 化のさらなる促進など利便性の向上を図ります。 

＜見直しの内容＞ 

○子育て支援 

   市営バス及び市営地下鉄の通学定期券料金改定 

○わかりやすい乗車券制度の構築・IC化のさらなる促進（バス事業） 

乗車券制度の見直し 

・全車両への液晶画面導入に着手 

 ４か国語対応や他社線の運行情報などを提供し

ていきます 

・中国語(繁体字)・タイ語を増強 

 ４か国語（日・中・英・韓）に中国語(繁体字)・

タイ語が加わります 
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(３) 快適性の向上  

   お客様や市民のみなさまにバス・地下鉄のサービス向上を実感していただき、お客様満

足度をさらに高めていくために、使いやすい設備を提供するとともに、接遇サービスのさ

らなる向上に取り組みます。 

 

 ≪主な取組≫ 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜車両外観＞                ＜車内イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バス】  
 ○ バス停ベンチ・上屋の更新､新設【1,748 万円】 ⇒ベンチ (21 基)､上屋 (４か所) 

 ○ 駅前バスターミナル上屋の改修【7,953 万円】 ⇒根岸、鴨居、保土ケ谷駅東口ほか 

 ○ ノンステップバスの更新 【18億 5,643万円】 ⇒63 両更新（ハイブリッドバス含む） 

【地下鉄】  
 ○ ブルーライン 3000V 形車両製造 ⇒７編成導入予定（32～34 年度） 

 ○ 駅施設への投資 

・駅のリニューアル     【5億 2,991 万円】 

・エレベーターのリニューアル【1億 5,403 万円】 

・エスカレーターのリニューアル【1億 1,016 万円】 

・トイレのリニューアル  【2 億 4,071 万円】 

・駅の冷房化        【2 億 3,675 万円】 

・駅案内サイン改修     【4 億 491 万円】 

 

⇒関内駅､阪東橋駅､新横浜駅(設計)､上大岡駅(設計) 

⇒関内駅、戸塚駅完成 

⇒横浜駅完成 

⇒片倉町駅、戸塚駅完成 

⇒新羽駅、川和町駅、三ツ沢上・下町駅完成 

⇒5駅完成（戸塚駅ほか） 

【共通】  
 ○ お客様の立場に立った更なる接遇向上 ⇒研修の実施等 

※ 

3000V 形車両製造 

バス停施設への投資 

横浜を感じられる色や観光名所をデザインに

取り入れています 

  

25 年度に実施した点検調査に基づき、劣化が進行

している上屋を順次更新しています 

 

・新型車両（3000V 形） 

   29 年４月から１編成運行開始 

   （32～34 年度：７編成導入予定） 

 

 

（港南台駅前バスターミナル：28 年度完成） 

○駅前バスターミナル上屋の改修 
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(４) バリアフリーの向上  

   すべてのお客様が利用しやすい市営交通をめざして、さらなる乗り換え動線の円滑化等

に向けた環境整備を計画的に進めます。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ ノンステップバスの更新（再掲） ⇒63 両更新（ハイブリッドバス含む） 

【地下鉄】  
 ○ 横浜駅段差解消        【544 万円】 ⇒相鉄線側Ｂ１連絡階段（設計） 

 ○ 上大岡駅京急連絡口エレベーター増設 ⇒基本設計 

 

２ 地域社会のために                              

(１) 環境対策  

   地域社会の一員として、一層の省エネや CO2排出量の削減をすすめるなど、環境に配慮

した事業運営を行います。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ ハイブリッドバスの継続導入 ⇒5両（ノンステップバスの内数） 

【地下鉄】  
 ○ 車両及び駅照明のＬＥＤ化【1億 1,055 万円】 ⇒車内照明、岸根公園､片倉町､三ツ沢上町駅 

 

(２) 地域貢献  

   将来にわたり市民のみなさまに必要とされる市営交通となるため、市内中小企業振興や

沿線の活性化に取り組み、地域の発展に貢献します。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ 連節バスを活用した高度化 

バスシステムの導入検討 【200 万円】 

⇒車両の仕様検討等 

 ○ 障害者施設との協働による 

バスターミナル清掃【510 万円】 

⇒拡大（10か所→14 か所） 

【地下鉄】  
 ○ 新羽車両基地高架下・屋上有効活用 ⇒貸付開始 

 ○ グリーンライン10周年記念事業 【300万円】 ⇒実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

※ 

※ 

※ 

 
      新羽車両基地有効活用 

新羽車両基地（港北区北新横浜）の１階高架下及び３階（屋上）

の有効活用について 28 年 12 月に事業予定者が決定しました。 

＜事業予定者からの提案＞ 

事業概要　 　物流センター、スポーツ施設等の新設

施設概要

オープン予定

貸付方法

　１階高架下：物流センター
　３階（屋上）：スポーツ施設
　　　　　　　　　レストラン・カフェ、マルシェ広場
　　　　　　　　　屋上庭園

　平成30年４月末
   ※工事等の都合により変更になる場合があります

　定期建物賃貸借契約を予定（30年間）

＜新羽車両基地＞ 
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・経緯及び現状 

高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）については、これまで都市整備局が基礎的な調査を実施

してきており、平成 28 年４月に国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会の答申に本路線が位置付け

られましたが、本市としての事業化判断には、より精度の高い検討が必要な状況となっています。 
・今後の進め方 

３ 地方公営企業としての責任と経営基盤の強化                  

(１) 行政施策との連携強化  

   横浜市が推進する観光・ＭＩＣＥなどの文化・観光施策の一翼を担うツールとして、観

光誘客の推進を図る取組を進めるなど、市の施策との連携を強化し、横浜のまちづくりや

賑わい創出に貢献します。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ 連節バスを活用した高度化 

バスシステムの導入検討（再掲） 

⇒車両の仕様検討等 

【地下鉄】  
 ○ 相鉄･東急直通線との接続に伴う工事 

            【53億 9,600万円】 

⇒推進 

 ○ 高速鉄道３号線延伸の検討    【1億円】 ⇒事業候補者としての検討の深度化（29、30 年度） 
 

 

※ 

高速鉄道３号線延伸の検討 

交通局は高速鉄道３号線延伸の事業候補者として、平成 29、30 年

度の２か年(予定)で、鉄道事業者の視点で地下鉄本体に関する検討の

深度化を図り、今後の事業化判断につなげていきます。 
・主な検討項目 

○ハード面 
ルートや駅などの基本計画、トンネル構造形式、 

電気・機械設備計画、施工計画、既存施設改良計画 等 
 ○ソフト面 

需要の見通し、運行計画、事業採算性、費用対効果、 

経営に与える影響 等 

＜高速鉄道３号線延伸検討区間＞ 

鉄道・運輸機構が整備を進めている相鉄・東急直通線（ＳＴ線）事業において、新たに建設される新横浜

駅（仮称）がブルーライン新横浜駅と交差・接続するため、交通局が新横浜駅工事の一部を受託し、工事を

行っています。 

また、ＳＴ線整備に併せて、必要となるブルーライン新横浜駅の出入口移設などの工事及び駅改良のため

の設計を負担金により実施します。 

相鉄・東急直通線との接続に伴う工事 

＜新横浜駅＞ ＜工事現場＞ 
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(２) 経営力の向上  

   市営交通として自主自立の経営を持続していくため、事業運営の根幹となる乗車料収入

はもとより、広告や構内営業などの附帯事業についても増収策を強化するほか、徹底した

コスト削減に取り組むなど、経営基盤を強化します。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ 需要の見込めるバス路線の新設 ⇒東戸塚駅～境木本町地区 

 ○ 貸切バス事業の拡充 ⇒ベイサイドライン車両の活用 

【地下鉄】  
 ○ グリーンラインのダイヤ改正（再掲） ⇒日中時間帯の運転本数増強等 

【共通】  
 ○ 附帯事業収入の確保・増収 ⇒広告媒体のリニューアル・デジタル化推進、 

新羽車両基地高架下･屋上有効活用等 

 

 (３) 組織力の強化  

   安全運行を確保するための基盤となる人材の育成・確保や、職員の健康管理に取り組む

とともに、職員一人ひとりが誇りとやりがいを持って仕事ができるような職場環境、組織

風土づくりを進めます。 

 
  ≪主な取組≫ 

【バス】  
 ○ 営業所施設の改修、職場環境の改善 

【2億 4,646万円】 

⇒老朽化した施設の改修・修繕等 

 ○ 滝頭営業所車両整備工場建替 【4,459 万円】 ⇒設計・解体工事 

【地下鉄】  
 ○ 新羽車両基地に検車区を設置（再掲） ⇒車両故障対応の迅速化など 

【共通】  
 ○ 女性職員の職場環境整備 ⇒バス２営業所、地下鉄３駅工事 

 ○ 職員の健康管理 ⇒推進 

 ○ 人材育成ビジョン ⇒策定 

 

 

 

 

交通局運営のための人材育成 

 
 安全を最優先に、決められたルールを理解し 

しっかり守ることができる職員 

 お客様の立場にたって、心のこもった 

サービスを提供できる職員 

 自らの業務に誇りとやりがいを感じ、 

責任感とプロ意識をもった職員 

 交通局が「市民のみなさまの足」として事業を 

存続するため、コスト・採算意識を高くもった職員 

 何事にも前向きにチャレンジする、向上意欲のある職員 

※ 

※ 
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第４ 平成 29 年度予算総括表 

 自動車事業会計  

(単位:千円)

平成29年度
予算

平成28年度
予算

増　△　減

Ａ Ｂ
Ａ－Ｂ

乗 車 料 収 入 20,432,860 20,422,686 10,174

（ う ち 特 別 乗 車 証 ） (5,046,401) (5,052,927) (△ 6,526)

広 告 料 収 入 180,181 177,731 2,450

そ の 他 収 入 304,156 313,908 △ 9,752

（ う ち 運 行 繰 入 金 ） (266,928) (279,480) (△ 12,552)
正規職員 12,622,066

計 20,917,197 20,914,325 2,872
嘱託職員等 366,871

人 件 費 13,956,640 13,632,155 324,485
退職給付費 967,703

経 費 等 5,245,443 5,394,181 △ 148,738
車両修繕費 632,462

（ う ち 子 会 社 委 託 料） (2,061,296) (2,053,033) (8,263)
動力費 781,626

減 価 償 却 費 等 1,903,531 1,681,760 221,771
その他 3,831,355

計 21,105,614 20,708,096 397,518

△ 188,417 206,229 △ 394,646

一 般 会 計 補 助 金 707,561 767,361 △ 59,800
90,204

長 期 前 受 金 戻 入 83,936 82,908 1,028
212,334

そ の 他 収 入 390,682 401,459 △ 10,777
405,023

計 1,182,179 1,251,728 △ 69,549

支 払 利 息 等 11,943 10,621 1,322

そ の 他 支 出 10,000 10,000 0

消 費 税 納 付 額 750,000 700,000 50,000

計 771,943 720,621 51,322

410,236 531,107 △ 120,871

20,000 20,000 0

22,099,376 22,166,053 △ 66,677

21,897,557 21,448,717 448,840

201,819 717,336 △ 515,517

0 0 0

0 0 0

201,819 717,336 △ 515,517

企 業 債 1,000,000 1,703,000 △ 703,000

国 庫 補 助 金 2,585 11,665 △ 9,080
低公害バス導入補助金 2,585

県 補 助 金 11,090 10,676 414 11,090

一 般 会 計 補 助 金 5,832 5,835 △ 3
5,832

そ の 他 収 入 23,079 0 23,079 23,079

計 1,042,586 1,731,176 △ 688,590

建 設 改 良 費 2,883,423 3,523,855 △ 640,432
1,856,431

企 業 債 償 還 金 720,534 811,397 △ 90,863
1,026,992

計 3,603,957 4,335,252 △ 731,295

△ 2,561,371 △ 2,604,076 42,705

補填財源等

2,561,371 2,604,076 △ 42,705

差 引 残 （ △ ） 不 足 額

損 益 勘 定 留 保 資 金 等

資
本
的
収
入
及
び
支
出

支
　
　
出

バス車両購入費

各施設整備費等

収
　
益
　
的
　
収
　
入
　
及
　
び
　
支
　
出

営
業
収
益

営
業
費
用

営 業 損 益

上屋民営負担金

収
　
　
入

運輸事業振興助成交付金

低公害バス導入補助金

特 別 損 失

純 損 益

経 常 損 益

営
業
外
費
用

営
業
外
収
益

児童手当補助金

地共済追加費用負担補助金

基礎年金公的負担補助金

区            分 平成29年度予算の主な内容

営 業 外 差 引

予 備 費

経 常 収 入

経 常 支 出

特 別 利 益

１ 在籍車両数 815両

２ 運転キロ数（一日当たり） 82,600km

３ 輸送人員（一日当たり） 335,200人

○業務の予定量
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 高速鉄道事業会計  

（単位：千円）

平成29年度
予算

平成28年度
予算

増　△　減

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

○業務の予定量

43,180,055 42,834,221 345,834 　　　１．車両数 55編成　296両

(2,255,948) (2,252,836) (3,112)        ２．運転キロ数（一日当たり） 　　101，200km　　　　

621,327 609,675 11,652 　　　３．輸送人員（一日当たり） 　 　654,000人

679,672 605,442 74,230 　　　　正規職員 7,820,275

44,481,054 44,049,338 431,716 　　　　嘱託職員等 27,996

8,404,131 8,530,412 △ 126,281 　　　　退職給付費 555,860

10,051,881 9,848,137 203,744 　　　　修繕費 4,207,497

17,630,314 18,519,452 △ 889,138 　　　　動力費 1,336,042

36,086,326 36,898,001 △ 811,675 　　　　その他 4,508,342

8,394,728 7,151,337 1,243,391 　　　　特例債償還元金補助金 2,780,000

3,635,666 3,939,673 △ 304,007 　　　　特例債利子補助金 85,050

4,430,000 3,618,000 812,000 　　　　特別分企業債利子補助金 408,477

4,682,797 4,838,266 △ 155,469 　　　　基礎年金公的負担補助金 314,655

1,047,439 1,025,773 21,666 　　　　児童手当補助金 47,484

13,795,902 13,421,712 374,190

6,954,579 7,653,472 △ 698,893 　　　　建設改良費充当企業債利息 4,626,357

4,430,000 3,618,000 812,000 　　　　資本費平準化債利息 369,249

10,000 10,000 0 　　　　資本費負担緩和債利息 1,765,007

1,700,000 1,700,000 0 　　　　特例債利息 135,522

13,094,579 12,981,472 113,107 　　　　企業債取扱諸費等 58,444

701,323 440,240 261,083

30,000 30,000 0

58,276,956 57,471,050 805,906

49,210,905 49,909,473 △ 698,568

9,066,051 7,561,577 1,504,474

0 0 0 　　　　建設改良費充当企業債 8,671,000

0 0 0 　　　　資本費平準化債 5,003,000

9,066,051 7,561,577 1,504,474 　　　　特例債 1,116,000

16,614,000 16,567,000 47,000 　　　　借換債 1,824,000

263,493 64,994 198,499 　　　　耐震補強に関する補助金 235,000

2,121,000 1,887,000 234,000 　　　　エコレールラインプロジェクト補助金 28,493

1,357,354 1,121,242 236,112 　　　　建設改良費に係る出資金 2,121,000

1,036,824 480,034 556,790 　　　　特別分企業債元金償還補助金 1,096,242

21,392,671 20,120,270 1,272,401 　　　　耐震補強に関する補助金 261,112

12,499,518 11,712,916 786,602

12,499,518 11,712,916 786,602 　　　　建設改良費充当企業債 17,754,105

30,228,297 29,267,382 960,915 　　　　特例債 2,780,000

42,727,815 40,980,298 1,747,517 　　　　資本費負担緩和債 6,548,192

△ 21,335,144 △ 20,860,028 △ 475,116 　　　　資本費平準化債 3,146,000

21,335,144 20,860,028 475,116

建
設
改
良
費

一 般 会 計 補 助 金

そ の 他 収 入

計

損 益 勘 定 留 保 資 金 等

改 良 費 等

小 計

企 業 債 償 還 金

補填財源等

資

本

的

収

入

及

び

支

出

計

差 引 残 （ △ ） 不 足 額

支
　
　
出

収

益

的

収

入

及

び

支

出

一 般 会 計 補 助 金

支 払 利 息 等

そ の 他 支 出

受 託 工 事 費
営
業
外
費
用

受 託 工 事 収 益

計

営 業 損 益

長 期 前 受 金 戻 入

営
業
費
用

経 費 等

営
業
外
収
益 そ の 他 収 入

計

減 価 償 却 費 等

予 備 費

消 費 税 納 付 金

計

営 業 外 差 引

経 常 損 益

特 別 損 失

国 庫 補 助 金
収
　
　
入

経 常 収 入

経 常 支 出

純 損 益

企 業 債

一 般 会 計 出 資 金

特 別 利 益

営
業
収
益

（ う ち 特 別 乗 車 証 ）

広 告 料 収 入

人 件 費

そ の 他 収 入

計

区　　　　　分 平成29年度予算の主な内容

乗 車 料 収 入
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【参考】 経常損益と任意補助金の推移 
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